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市
税
の
納
期
限

　
２
月
２
日
㈪
は
市
・
県
民
税
（
４
期
）、

国
民
健
康
保
険
税
（
７
期
）
の
納
期
限
で

す
。
期
限
内
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
７
３

環
境
に
や
さ
し
い
農
業
者
を
支
援
し
ま
す

　
予
算
額
に
達
し
次
第
終
了
し
ま
す
。

対�

象
経
費
　
①
生
分
解

性
マ
ル
チ
フ
ィ
ル
ム

②
緑
肥
作
物
種
子
③

フ
ェ
ロ
モ
ン
ト
ラ
ッ

プ
用
資
材
な
ど

対�

市
内
の
農
地
で
農
業
を
営
む
個
人
（
農

業
法
人
含
む
）
と
そ
の
団

体
補�

助
率
　
対
象
経
費
の
２

分
の
１

限�

度
額（
１
経
営
体
あ
た
り
）①
３
万
円
、

②
③
１
万
５
千
円

◎
詳
細
は
市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
農
業
振
興
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
８

計
画
の
縦
覧
な
ど

◆
高
度
利
用
地
区
の
変
更

▼
縦
覧

　
令
和
７
年
12
月
9
日
付
で
変
更
し
た
所

沢
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
図
書

場
市
役
所
５
階
都
市
計
画
課

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

◆
生
産
緑
地
地
区
の
変
更

▼
縦
覧

　
令
和
７
年
12
月
9
日
付
で
変
更
し
た
所

沢
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
図
書

場
市
役
所
５
階
都
市
計
画
課

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

ニ
セ
警
察
官
は
あ
な
た
を
狙
っ
て
い
る
！

　
警
察
官
を
騙
る
詐
欺
が
多
発
し
て
い
ま

す
。警
察
官
が
お
金
を
振
り
込
ま
せ
た
り
、

ビ
デ
オ
通
話
を
利
用
す
る
こ
と
は
絶
対
に

あ
り
ま
せ
ん
！
お
金
の
話
が
出
た
と
き
は

一
度
電
話
を
切
り
、
警
察
署
に
問
い
合
わ

せ
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
所
沢
警
察
署
☎
２
９
９
６
‐
０
１
１
０

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

　
案
は
担
当
課
や
市
役
所
１
階
市
政
情
報

セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、
市

HP
（
パ
ブ
コ
メ
）
で
入
手
で
き
ま
す
。

対�

市
内
在
住
、
在
勤
・
在
学
の
方
、
市
内

に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
個

人
・
法
人
・
団
体
、
利
害
関
係
者
な
ど

◆�

所
沢
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画（
案
）

募
集
期
間
　
１
月
５
日
㈪
～
２
月
４
日
㈬

案
の
公
表
　
１
月
５
日
㈪
か
ら

申
意
見
を
文
化
財
保
護
課
に
提
出

問
同
課
☎
２
９
９
１
‐
０
３
０
８

◆�

第
３
期
所
沢
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
（
素
案
）

募
集
期
間
　
１
月
５
日
㈪
～
２
月
４
日
㈬

案
の
公
表
　
１
月
５
日
㈪
か
ら

申
意
見
を
経
営
企
画
課
に
提
出

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
７

野
生
動
物
の
建
物
侵
入
に
ご
用
心

　
寒
く
な
る
と
ア
ラ
イ
グ
マ
な
ど
の
野
生

動
物
に
よ
る
建
物
侵
入
被
害
が
増
加
し
ま

す
。
物
置
や
空
き
家
な
ど
、
人
気
の
な
い

建
物
で
は
、
よ
り
被
害
に
遭
い
や
す
い
た

め
、
見
回
り
や
侵
入
口
を
塞
ぐ
な
ど
の
管

理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
生
活
環
境
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
０

巡
回
聴
覚
障
害
者
相
談

　
埼
玉
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
に

来
所
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
巡
回
聴
覚

障
害
者
相
談
を
行
い
ま
す
。

日
１
月
21
日
㈬
午
前
10
時
～
正
午

場
こ
ど
も
と
福
祉
の
未
来
館 

◎
会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

内�

聴
覚
障
害
者
に
関
わ
る
聴
こ
え
る
方
も

相
談
で
き
ま
す
。
同
日
午
後
に
訪
問
相

談
を
行
い
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
事

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問��

埼
玉
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
☎
０

４
８
‐
８
１
４
‐
３
３
５
３
FAX
０
４
８

‐
８
１
４
‐
３
３
５
５

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
・
事
業
者
間
取
引

適
正
化
等
法
が
施
行
か
ら
１
年

　
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
方
が
安
心
し
て
働
け

る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、

書
面
な
ど
に
よ
る
取
引
条
件

の
明
示
な
ど
の
義
務
が
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳

細
は
県
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

埼
玉
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
部
指
導

課
☎
０
４
８
‐
６
０
０
‐
６
２
６
９

奥
む
さ
し
駅
伝
競
走
大
会
に
伴
う

交
通
規
制
の
お
知
ら
せ

日
１
月
25
日
㈰
午
前
８
時
30
分
～
正
午

場�

国
道
２
９
９
号
（
正
丸
ト
ン
ネ
ル
入
口

～
飯
能
市
内
）

◎
迂
回
す
る
場
合
は
、
名
栗

方
面
（
山
伏
峠
）
へ
お
願
い

し
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問�

同
大
会
実
行
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
４
２
‐
９
７
２
‐
６
０
２
８

冬
の
食
中
毒 

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
ご
注
意

　
症
状
が
あ
る
場
合
は
、
早
め
に
医
療
機

関
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
症
状

▼
下
痢
、
お
う
吐
、
発
熱
、
腹
痛
な
ど

▼�

高
齢
者
や
幼
児
な
ど
の
抵
抗
力
の
弱
い

人
は
重
症
に
な
る
こ
と
も

◆
予
防

▼�

流
水
・
石
け
ん
で
手
洗
い

（
２
度
洗
い
が
よ
り
効
果

的
）
▼
調
理
器
具
の
十
分

な
洗
浄
・
消
毒
▼
食
品
の

十
分
な
加
熱
（
中
心
温
度

85
～
90
度
で
90
秒
以
上
）

▼
便
や
お
う
吐
物
は
使
い
捨
て
の
手

袋・マ
ス
ク
な
ど
を
着
用
し
、ペ
ー
パ
ー

タ
オ
ル
な
ど
を
使
っ
て
処
理
・
消
毒

問�

狭
山
保
健
所
（
生
活
衛
生・薬
事
担
当
）

☎
２
９
４
１
‐
６
５
３
５

所
沢
市
新
春
の
つ
ど
い

日�

１
月
８
日
㈭
午
前
10
時
30
分
～
午
後
０

時
10
分

場
く
す
の
き
ホ
ー
ル

費
３
、
０
０
０
円

申�

１
月
７
日
㈬
ま
で
に
秘
書
室
に
直
接

（
当
日
会
場
で
の
受
け
付
け
も
可
能
）

問
秘
書
室
☎
２
９
９
８
‐
９
０
２
２

ト
コ
ろ
ん
出
没
情
報

◆�

音
ま
ち
青
春
Ｒ
Ｏ
Ｃ
Ｋ

　
Ｊ
ａ
ｎ
ｕ
ａ
ｒ
ｙ
２
０
２
６

日
１
月
24
日
㈯
午
後
２
時
開
演

場
松
井
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

問
文
化
芸
術
振
興
課

　
☎
２
９
９
８
‐
９
２
１
１

採
れ
た
て
！
農
産
物
直
売「
と
こ
と
こ
市
」

日�

場
▼
１
月
13
日
㈫
午
前
10

時
～
午
後
１
時
／
市
役
所

正
面
入
口
前
広
場
▼
１

月
27
日
㈫
午
前
10
時
～
午

後
１
時
／
元
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
広
場

問
農
業
振
興
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
８

ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
講
座

日�

１
月
24
日
㈯
、
２
月
７
日
㈯
・
21
日
㈯

各
回
午
前
10
時
～
正
午
（
全
３
回
）

場�

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
ふ
ら
っ
と

対
全
回
受
講
で
き
る
方

定
申
し
込
み
先
着
20
人

内�

相
手
を
尊
重
し
た
自
己
表

現
方
法
な
ど

講�

ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
を
学
ぶ
会
・
吉
沢
智
子

さ
ん

申�

問
１
月
４
日
㈰
～
23
日
㈮
に
同
セ
ン

タ
ー
に
電
話
・
電
申
／
☎
２
９
２
１
‐

２
２
２
０

就
職
面
接
会
（
参
加
企
業
13
社
程
度
）

日�

１
月
20
日
㈫
午
後
１

時
30
分
～
４
時

場�

市
役
所
８
階
大
会
議
室

◎
会
場
に
直
接
お
越
し

く
だ
さ
い
。

対
求
職
中
の
方

持
履
歴
書
、
筆
記
用
具

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
所
沢

　
☎
２
９
９
２
‐
８
６
０
９
（
４
１
♯
）

就
職
支
援
を
行
う

埼
玉
し
ご
と
サ
ポ
ー
ト（
２
月
開
催
分
）

　
事
業
の
詳
細
は
同
セ
ン
タ
ー
HP
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

◆
就
職
相
談
（
要
予
約
）

◆�

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
（
対
象
は
HP
を
ご

覧
く
だ
さ
い
）

共�

通
事
項
　
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
に
は
利
用
証
明
書

を
発
行

申�

問
埼
玉
し
ご
と
サ
ポ
ー
ト
受
付
専
用
ダ

イ
ヤ
ル（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）に
電

話
／
☎
０
４
９
‐
２
６
５
‐
５
８
４
４

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
労
働
相
談

日�

１
月
16
日
㈮
午
後
４
時

～
８
時
（
最
終
相
談
…

午
後
７
時
か
ら
／
１
人

50
分
）

場
市
役
所
別
館
相
談
室

対�

勤
労
者
、
事
業
主
、
人

事
担
当
者
な
ど

定
申
し
込
み
先
着
４
人

内�

賃
金
、
解
雇
、
就
業
な
ど

申�

問
月
初
～
１
月
９
日
㈮
午
後
４
時
ま
で

に
産
業
振
興
課
に
電
話
／
☎
２
９
９
８

‐
９
１
５
７

開
　催

問中核市推進室☎2998-9463
▲詳細は市HPを
ご覧ください。


